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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

教 育 委 員 会 規 則

○鹿児島県教育委員会の行政組織等に関する規則の一部を改正する規則（※）

（総務福利課取扱い）１

○鹿児島県教育委員会関係職員に対する被服類貸与規則の一部を改正する規則（※）

（総務福利課取扱い）１

○鹿児島県学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則（※）

（教職員課取扱い）２

○鹿児島県総合体育センターの組織及び管理運営に関する規則の一部を改正する規則（※）

（保健体育課取扱い）２

○鹿児島県立青少年研修センター規則の一部を改正する規則（※） （社会教育課取扱い）２

○鹿児島県立図書館の組織及び管理運営に関する規則の一部を改正する規則（※）

（社会教育課取扱い）３

教 育 委 員 会 告 示

○会計年度任用職員の報酬について任命権者が別に定める各給料表の適用範囲等の一部

改正（※） （総務福利課取扱い）３

鹿児島県教育委員会の行政組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月27日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

鹿児島県教育委員会規則第９号

鹿児島県教育委員会の行政組織等に関する規則の一部を改正する規則

鹿児島県教育委員会の行政組織等に関する規則（昭和36年鹿児島県教育委員会規則第６号）

の一部を次のように改正する。

第９条中第19号を削り，第20号を第19号とし，第21号から第24号までを１号ずつ繰り上げる。

第21条第１項中第13号を削り，第14号を第13号とし，第15号から第21号までを１号ずつ繰り

上げる。

第41条を次のように改める。

第41条 削除

第42条中「とし，前条に規定する職は，その他の職員の職」を削る。

附 則

この規則は，令和８年４月１日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県教育委員会関係職員に対する被服類貸与規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

令和８年３月27日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

鹿児島県教育委員会規則第10号

鹿 児 島 県 公 報
令和８年３月27日（金）第705号の５
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鹿児島県教育委員会関係職員に対する被服類貸与規則の一部を改正する規則

鹿児島県教育委員会関係職員に対する被服類貸与規則（平成13年鹿児島県教育委員会規則第

４号）の一部を次のように改正する。

別表中６の項を削り，７の項を６の項とし，８の項を７の項とし，９の項を８の項とし，10

の項から12の項までを削り，13の項を９の項とし，14の項を削り，15の項を10の項とする。

附 則

この規則は，令和８年４月１日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月27日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

鹿児島県教育委員会規則第11号

鹿児島県学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則

鹿児島県学校職員のへき地手当等に関する規則（昭和46年鹿児島県教育委員会規則第２号）

の一部を次のように改正する。

「兼久小学校
「兼久小学校

西阿木名小学校
天城中学校

西阿木名小学校三京分校
北中学校

別表第１中 天城中学校 を に改める。
にしあぎな学園

北中学校
にしあぎな学園三京分校

西阿木名中学校
天城町立学校給食センター」

天城町立学校給食センター」

別表第２中

「
鹿児島市 黒神小学校

黒神中学校
を

摩川内市 答院小学校

答院中学校
」

「
摩川内市 答院小学校

に改める。
答院中学校

」

「高免小学校
別表第３中 を「錫山小学校」に改める。

錫山小学校」

附 則

この規則は，令和８年４月１日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県総合体育センターの組織及び管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

令和８年３月27日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

鹿児島県教育委員会規則第12号

鹿児島県総合体育センターの組織及び管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鹿児島県総合体育センターの組織及び管理運営に関する規則（昭和49年鹿児島県教育委員会

規則第13号）の一部を次のように改正する。

第４条第３項を削り，同条第４項中「第１項及び第２項」を「前２項」に改め，「とし，前

項に規定する職は，その他の職員の職」を削り，同項を同条第３項とする。

附 則

この規則は，令和８年４月１日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県立青少年研修センター規則の一部を改正する規則をここに公布する。

鹿 児 島 県 公 報 令和８年３月27日（金）第705号の５



- 3 -

鹿 児 島 県 公 報 令和８年３月27日（金）第705号の５

令和８年３月27日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

鹿児島県教育委員会規則第13号

鹿児島県立青少年研修センター規則の一部を改正する規則

鹿児島県立青少年研修センター規則（昭和45年鹿児島県教育委員会規則第10号）の一部を次

のように改正する。

第４条第３項を削り，同条第４項中「第１項及び第２項」を「前２項」に改め，「並びに第

３項の看護技師の職」及び「とし，第３項の運転技師から庁務員までの職は，その他の職員の

職」を削り，同項を同条第３項とする。

附 則

この規則は，令和８年４月１日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県立図書館の組織及び管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月27日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

鹿児島県教育委員会規則第14号

鹿児島県立図書館の組織及び管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鹿児島県立図書館の組織及び管理運営に関する規則（昭和51年鹿児島県教育委員会規則第５

号）の一部を次のように改正する。

第５条第４項の表を次のように改める。

職 職 務

司書 上司の命を受け，専門的事務に従事する。

第５条第５項を次のように改める。

５ 前各項に規定する職は，事務職員又は技術職員の職とする。

附 則

この規則は，令和８年４月１日から施行する。

鹿児島県教育委員会告示第５号

令和２年３月31日鹿児島県教育委員会告示第２号（会計年度任用職員の報酬について任命権

者が別に定める各給料表の適用範囲等）の一部を次のように改正し，令和８年４月１日から施

行する。

令和８年３月27日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

１のアの表教育委員会の部ＳＳＨコーディネーターの項の次に次のように加える。

日本語指導支援専門員 ２級 21号給

Ｎ－Ｅ．Ｘ．Ｔ．ハイスクールコーディネーター ２級 21号給

教 育 委 員 会 告 示


